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■一般会計（歳出）予算現額146億3,776万円
支出済額（執行率） 126億7,239万円（86.6%）

232,476/243,074(万円)＝95.6%

182,844/306,844(万円)＝59.6%

147,430/148,931(万円)＝99.0%

137,218/143,269(万円)＝95.8%

122,996/158,223万円)＝77.7%

126,080/135,049(万円)＝93.4%

120,709/121,908(万円)＝99.0%

80,240/80,241(万円)＝100.0%

61,591/65,769(万円)＝93.6%

46,335/46,675(万円)＝99.3%

8,585/8,633(万円)＝99.4%

429/449(万円)＝95.5%

（歳出）
■ 民 生 費…高齢者や障がい者等の福祉サービスなど

■ 農林産業費…農業、林業、畜産の振興など

■ 職 員 費…職員の給料や手当など

■ 衛 生 費…健康づくり推進や各種検診、ごみ処理など

■ 総 務 費…戸籍、税務、財産管理など

■ 教 育 費…教育、文化、スポーツの振興など

■ 土 木 費…道路や橋、公園、公営住宅の整備など

■ 公 債 費…借り入れたお金の返済など

■ 商 工 費…商工業や観光の振興など

■ 消 防 費…消防や火災予防等の災害対策など

■ 議 会 費…議会運営など

■ 災害復旧費…台風災害等に伴う復旧など

■ そ の 他…予備費など
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■一般会計（歳入）予算現額146億3,776万円
収入済額（収入率） 132億2,067万円（90.3%）

収入済額（万円）

＝ 収入率

予算現額（万円）

344,268/330,168(万円)＝104.3%

323,110/318,388(万円)＝101.5%

153,892/229,440(万円)＝67.1%

131,024/192,564(万円)＝68.0%

52,286/52,487(万円)＝99.6%

90,317/101,983(万円)＝88.6%

45,379/54,761(万円)＝82.9%

40,256/40,256(万円)＝100.0%

36,594/36,594(万円)＝100.0%

26,695/22,910(万円)＝116.5%

26,673/26,553(万円)＝100.5%

20,501/26,473(万円)＝77.7%

（歳入）
■ 地方交付税…町の財政状況に応じて国から交付されるもの

■ 町 税…町民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、都市計画税などの税収

■道 支 出 金…特定の事業に対して道から交付されるもの

■ 町 債…大きな事業を行うために国や銀行などから調達する借金

■ 国庫支出金…特定の事業に対して国から交付されるもの

■ 繰 入 金…事業を行うために町の基金から運用資金を取り崩すもの

■ 諸 収 入…預金利子、貸付金元利収入など

■ 繰 越 金…前年度決算での余剰金を繰り越したもの

■ 地方消費税交付金…人口と従業員数に応じて交付されるもの

■ 地方譲与税…国税として徴収したものを、国が一定の基準により町に対して譲与するもの

■ そ の 他…自動車取得税交付金、寄附金、財産収入など

■ 使用料及び手数料

…施設の利用（例：体育館使用料）や特定の事務（例：住民票手数料）により利益を

受ける方から実費負担的なものとして徴収するもの

■ 分担金及び負担金

…事業により利益を受ける方から徴収するもの（例：土地改良事業の受益者負担金）

【注】 各図表等は令和2年3月31日現在のものです。
出納整理(平成31年4月1日～令和2年5月31日)による調整のため、実際の決算額とは
多少異なります。
（事業会計の収入・支出は、消費税込みの金額を記載しています。）

町では地方自治法第２４３条の３
第１項及び芽室町自治基本条例
第１５条第３項並びに芽室町「財政
状況の作成及び公表に関する条
例」の規定に基づき、年２回、財政
状況を公表し、町民の皆さんに納
めていただいた税金などがどのよ
うに使われているか、財政状況を
通して町政の動きをお知らせして
います。

今回は令和元年度下半期（令和
元年１０月１日から令和２年３月３１

日まで）の一般会計・特別会計の
執行状況と公営企業（事業会計）
の経理状況について公表します。

町の行政運営に必要な
経費を中心に計上する
ものです。

令和元年度の一般会計予算は、
歳入歳出ともに１１８億５,３００万円
でスタートし、上半期の補正で１３１
億２，４２２万円となりました。

その後、下半期に６回の補正を行
い、繰越明許費（年度内に支出の終
わらない歳出を議会の議決を経て、
翌年度に繰り越して使える経費）を
含め、１５億１，３５４万円を追加し、

１４６億３，７７６万円となりました。

補正の主なものは次のとおりです。

－歳 入－
○芽室小学校体育館等改修事業債

－Ｒ１繰越、強い農業づくり事業
（産地競争力の強化）道補助金、
道営畑総事業債－Ｒ１繰越など。

－歳 出－
○病院事業会計出資金、芽室小学

校体育館等改修工事－Ｒ１繰越、
強い農業づくり事業（産地競争力
の強化）補助金、河北地区（営農
用水）道営事業負担金－Ｒ１繰越
など。

一 般
会 計

31,012/31,199(万円)＝99.4%

306/4,711(万円)＝6.5%

令和元年度
下 半 期



上半期のみ使用

■特別会計

…特別な事業の歳入や歳出を一般の歳入・歳出と区別して計上するものです。

【注】特別会計については、転用（他会計［一般会計など］から一時的に借入する）により、

収支のバランスを図っています。

■事業会計

…地方公営企業法に基づき、独立採算制で事業を行っている水道や病院などの
公営企業の会計を計上するものです。

一般会計に対して、特定の事業を行う場合に一般の歳入歳出と区分
して処理する会計です。

令和元年度の当初予算は、７会計合わせて５６億４，４６３万円でしたが、
上半期の補正により５６億５，８８６万円となりました。その後、下半期の補
正により２億４，８３２万円を追加し、最終的な予算額は５９億７１８万円と
なりました。

■町が出資している法人（一般会計）

北海道私学振興基金協会 十勝広域森林組合
北海道農業信用基金協会 北海道信用保証協会
北海道農業開発公社 北海道土地改良事業団体連合会
北海道市町村職員福祉協会 十勝中部広域水道企業団
北海道勤労者信用基金協会 十勝ふるさと市町村圏基金
北海道暴力追放センター 北海道健康づくり財団
十勝圏振興機構 ｱｲﾇ文化振興・研究推進機構
めむろ新嵐山㈱ 地方公共団体金融機構

■町が保有する有価証券（一般会計）

北海道曹達 北海道畜産公社 帯広ｺﾞﾙﾌ場
JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ほくほくﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

国保健康保険
特　別　会　計

221,997 94.7

99.628,103

187,305

4.8

32.4
介　護　保　険
特　別　会　計

後期高齢者医療
特　 別　 会　 計

191,416

28,223

234,468

96.6

99.5

98.7

28,077

231,35239.7

49,682 8.4 98.9

99.1

簡　易　水　道
特　別　会　計

公 共 下 水 道
特　別　会　計

52,504

18,541

地域開発事業
特　別　会　計

15,884

8.9

2.7
集　落　排　水
特　別　会　計
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